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令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 

千葉県信用保証協会 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月１日より取扱いが開始された、伴走支援型特別保証制度（以下「伴走

特別」という。）及び事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制度（以下「経サ

ポ感染症」という。）について、取扱期間の延長等の改正がありましたので、下記の

とおりお知らせします。 

 

記 

 

１．伴走特別について 

（１）改正箇所 

①保証限度額の引き上げ 

  保証限度額が６，０００万円となります。 

 

②取扱期間の延長 

  取扱期間が令和５年３月３１日当協会保証申込受付分まで延長されます。 

 

③申込人資格要件の改正及び追加 

  ア．経営安定関連保証５号を利用する場合の要件の改正 

   認定書の売上高等減少率が１５％以上のものに限られていましたが、同率が１

５％未満のものについても、以下の要件を満たす場合は対象となります。 

  ・最近１か月間に対応する前年同月の売上高が令和２年１月２９日時点における

直近の決算の月平均売上高等と比較して１５％以上減少していること。 

 

   なお、これに伴い「売上高減少要件確認書（ＳＮ５号売上高等減少率▲１５％

未満用）」が新たに制定されます。 

 

  イ．一般保証を利用する場合の要件の追加 

   以下のいずれかの申込人資格要件に該当する場合、新たに一般保証が対象とな

ります。 

  ・最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して１５％以上減少している

こと。 

・最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して５％以上減少し、かつ前

伴走支援型特別保証制度及び 

事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制度の改正について 
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年同月の売上高が令和２年１月２９日時点における直近の決算の月平均売上高

等と比較して１５％以上減少していること。 

 

   なお、これに伴い「売上高減少要件確認書（一般保証用）」が新たに制定され

ます。 

 

④一般保証の場合における信用保証料補助 

  一般保証の場合、下表のとおり料率区分に応じて、国からの補助率が異なります。 

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

料率（％） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

補助（％） 0.75 0.75 0.70 0.65 0.55 0.50 0.40 0.30 0.25 

事業者負担 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 

※料率区分が判定できない場合（決算書なし等）は区分⑤が適用されます。  

 

なお、経営者保証免除対応（以下「免除対応」という。）を適用する場合の保証料

率及び国からの補助率は下表のとおりです。 

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

料率（％） 2.10 1.95 1.75 1.55 1.35 1.20 1.00 0.80 0.65 

補助（％） 0.95 0.95 0.90 0.85 0.75 0.70 0.60 0.50 0.45 

事業者負担 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 

※料率区分が判定できない場合（決算書なし等）は区分⑤が適用されます。 

 

（２）取扱開始日 

   改正後の取扱い（保証限度額の引き上げ・５号認定の対象者拡大・一般保証枠

の創設）は令和４年２月１日当協会保証申込受付分から開始されます。 

 

 

２．経サポ感染症について 

  取扱期間が令和５年３月３１日当協会保証申込受付分まで延長されます。 

 

【参考】伴走支援型特別保証制度概要（赤字は改正関係箇所） 

制度名 伴走支援型特別保証制度 

対象者 

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画（以下「計画」という。）を策

定した中小企業者。 

（１）中小企業信用保険法（以下「保険法」という。）第２条第５項第４号の規定

による認定（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）を受けているこ

とＳＮ４号 

（２）保険法第２条第５項第５号の規定による認定（売上高等の減少を要因とす
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るものに限る。）を受け、かつ次のいずれかに該当することＳＮ５号 

①売上高等減少率が１５％以上であること 

②売上高等減少率が１５％未満のものにあっては、最近１か月間に対応する前

年同月の売上高が令和２年１月２９日時点における直近の決算の月平均売上

高等と比較して１５％以上減少していること 

（３）次のいずれかに該当すること一般保証 

①最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して１５％以上減少してい

ること 

②最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して５％以上減少し、かつ

前年同月の売上高が令和２年１月２９日時点における直近の決算の月平均売

上高等と比較して１５％以上減少していること 

  

責任共有制度 
ＳＮ４号 ＳＮ５号 一般保証 

対象外 対象 対象 

保証限度額 
６，０００万円 

※他の信用保証協会の利用額と合算した保証限度額となる。 

資金使途 運転資金および設備資金 

保証期間 
一括返済の場合１年以内 

分割返済の場合１０年以内（据置期間は５年以内） 

信用保証料率 

（１）通常料率 

上記対象者（１）及び（２）については、借入金額に対し、０．８５％とし、

０．６５％に相当する額を国が補助する。 

上記対象者（３）については、借入金額に対し次の表に定める料率を適用する

こととし、同表の中欄に掲げる率に相当する額を国が補助する。 

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

料率（％） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

補助（％） 0.75 0.75 0.70 0.65 0.55 0.50 0.40 0.30 0.25 

事業者負担 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 

ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対

象外とする。 

※有担保、会計参与設置会社による割引は適用されない。 

 

（２）免除対応適用の場合 

上記対象者（１）及び（２）については、借入金額に対して１．０５％（前記

（１）から０．２％上乗せ）とし、０．８５％に相当する額を国が補助する。 

上記対象者（３）については、借入金額に対し次の表に定める料率を適用する

こととし、同表の中欄に掲げる率に相当する額を国が補助する。 



 
～中小企業のベストパートナー～ 

 

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

料率（％） 2.10 1.95 1.75 1.55 1.35 1.20 1.00 0.80 0.65 

補助（％） 0.95 0.95 0.90 0.85 0.75 0.70 0.60 0.50 0.45 

事業者負担 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 

ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対

象外とする。 

※有担保、会計参与設置会社による割引は適用されない。 

融資利率 金融機関所定利率（利子補給無） 

担保 必要に応じて徴求 

保証人 
原則、法人代表者のみ 

免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 

必要書類 

上記対象者（１）及び（２）①については次のＡ及びＢ、上記対象者（２）②

については次のＡ、Ｂ及びＣ、上記対象者（３）については次のＢ及びＣを添付

するものとする。 

 ただし、免除対応を適用する場合にあっては、次のＤを加えて添付するものと

する。 

 

Ａ．市町村認定書（ＳＮ４号、ＳＮ５号のいずれか） 

Ｂ．経営行動計画書 

Ｃ．売上高減少要件確認書（ＳＮ５号売上高等減少率▲１５％未満用又は一般保

証用） 

Ｄ．経営者保証免除対応確認書 

金融機関の責

務及び報告 

（１）金融機関は、原則として四半期に一回、経営の状況を確認するとともに、

中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けるものとする。 

（２）金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した当該計画の見直し及び同計

画を進めるための経営支援を行うものとする。 

（３）金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から５事業

年度にわたり、年１回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中

小企業者の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電

子データで報告するものとする。 

取扱期間 
令和３年４月１日から令和５年３月３１日までに当協会が保証申込を受付した

もの。 

 

以上 

 
お問い合わせ先 

企画部経営企画課 

担当：大久保・内山 

℡043-221-8185 

 


